
                                                 令和 ３ 年 １０ 月 １ 日 

 

 

吸収合併に係る事後開示書面 

 

                                   東京都新宿区新宿二丁目１番１２号 

                   那須電機鉄工株式会社 

                    代表取締役 鈴木智晴 

                                       

  

 当社は、会津碍子株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併の存続会社として、

会社法第８０１条及び会社法施行規則第２００条に基づき、下記のとおり開示いた

します。 

 

１．吸収合併が効力を生じた日 

 

    令和３年１０月１日 

 

２．吸収合併消滅会社における吸収合併の差止請求、反対株主の買取請求及び新株

予約権買取請求並びに債権者の異議に関する手続の経過 

 

（１）吸収合併の差止請求 

 

 吸収合併消滅会社は、当社の完全子会社であったため、差止請求について該当事

項はありません。 

 

（２）反対株主の買取請求 

 

 会社法第７８５条第１項に基づく株式買取請求については、吸収合併消滅会社は、

当社の完全子会社であったため、反対株主の株式買取請求手続は行っておりません。 

 

（３）新株予約権買取請求 

 

 吸収合併消滅会社は、新株予約権を発行しておりません。  

 

（４）債権者の異議 

 

吸収合併消滅会社は、令和３年８月２５日付で官報公告及び電子公告において、

債権者に対し各別の催告を行いましたが、所定の期間内に異議を述べた債権者はあ

りませんでした。 

 

３．吸収合併存続会社における吸収合併の差止請求、反対株主の買取請求及び債権

者の異議に関する手続の経過 



 

（１）吸収合併の差止請求 

 

本吸収合併は、会社法第７９６条第２項本文に規定する場合（簡易合併）に該当

するため、会社法第７９６条の２ただし書より、当社の株主は、同条に基づいて、

本吸収合併をやめることの請求をする権利を有しないことから、該当事項はありま

せん。 

 

（２）反対株主の買取請求 

 

吸収合併存続会社である当社は、会社法第７９７条第３項および同条第４項の規

定により、令和３年８月２５日付の電子公告において、株主に対し、本吸収合併に

ついての公告を行ったところ、本吸収合併に反対する株主はありませんでした。な

お、本吸収合併は、会社法第７９６条第２項本文に規定する場合に該当するため、

会社法第７９７条第１項ただし書より、当社の株主は、同項の規定に基づいて株式

買取請求権を有しないことから、該当事項はありません。 

 

（３）債権者の異議 

 

吸収合併存続会社は、令和３年８月２５日付で官報公告及び電子公告において、

債権者に対し各別の催告を行いましたが、所定の期間内に異議を述べた債権者はあ

りませんでした。 

 

４．吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利

義務に関する事項 

 

吸収合併存続会社は、本合併の効力発生日である令和３年１０月１日をもって、

吸収合併消滅会社からその資産、負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました。 

  

５．会社法第７８２条第１項の規定により消滅会社が備え置いた書面に記載された

事項 

 

  別紙のとおりであります。 

 

６．吸収合併の変更の登記をした日 

 

  令和３年１０月１日 

 

７．上記のほか、吸収合併に関する重要な事項 

 

  該当事項はありません。 

 

                                                             以 上 



                                                 令和 ３ 年 ８ 月 ２５日 

 

 

吸収合併に係る事前開示書面 

 

 

                                  福島県会津若松市北会津町上米塚８８９番地 
 
                   会津碍子株式会社 
 
                   代表取締役 大熊幸夫          （印） 

                                       

 当社は、那須電機鉄工株式会社を存続会社とする吸収合併の消滅会社として、会

社法第７８２条及び会社法施行規則第１８２条に基づき、下記のとおり開示いたし

ます。 

 

１．吸収合併契約 

 

  別紙１のとおりであります。 

 

２．合併対価の定めの相当性に関する事項 

  

    完全親子会社間の合併であるため、合併対価の交付はありません。  

  

３．合併対価について参考となるべき事項 

 

    完全親子会社間の合併であるため、合併対価の交付はありません。  

   

４．吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 

 

  当社は新株予約権を発行しておりません。 

 

５．計算書類等に関する事項 

 

  最終事業年度の存続会社の計算書類等（事業報告書及び監査報告書を含む）は

  別紙２のとおりであります。なお、当社及び存続会社ともに、重要な後発事象は

 生じておりません。 

 

６．合併後の債務の履行の見込みに関する事項 

 

  両社の財務状況からして、債務の履行に支障はないと見込んでおります。 

 

７．事前開示開始日以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 

 

  変更がありましたら、ただちに開示いたします。                 

 

                               以 上 

別紙



別紙１　吸収合併契約書









別紙２　存続会社の計算書類等
















































